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原子力災害に備えた住民避難計画 新旧対照表 

項 原 案 修正案 

 

 

 

 

P.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.13 

 

 

 

第１編 広域避難計画編 

第１章 計画の基本的事項 

 ５．防護措置 

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

 関係機関からの
 情報に注意 避難準備 避難

施
設
敷
地
緊
急
事
態

要
避
難
者

病院等入院患者
社会福祉施設入所者

在宅の避難行動要支援者
避難準備 避難 （避難実施済）

 要配慮者

病院等入院患者
社会福祉施設入所者

在宅の避難行動要支援者
（避難の実施により

健康リスクが高まる者）

避難準備  放射線防護対策施設
 にて屋内退避

（屋内退避実施済）

外国人  関係機関からの
 情報に注意

避難準備 避難

 関係機関からの
 情報に注意

 一時滞在者（観光客）  重点区域外への退避

放射性物質放出前

 児童・生徒 保護者への引渡し 避難準備
避難

 村⺠

 

 

第１編 広域避難計画編 

第３章 村民の避難体制 

 ３．要配慮者の避難 

要配慮者のうち，避難の実施に通常以上の時間を要し，かつ，健康リスクが高

まらない方等の施設敷地緊急事態要避難者は，・・・ 

(1) 在宅の避難行動要支援者の避難 

 ア 避難行動要支援者は，あらかじめ定めた「個別避難計画」に基づき，・・・ 

第１編 広域避難計画編 

第１章 計画の基本的事項 

  ５．防護措置 

警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

 関係機関からの
 情報に注意 避難準備 避難

病院等入院患者
社会福祉施設入所者

在宅の避難行動要支援者
避難準備 避難 （避難実施済）

 上記のうち避難の実施により
健康リスクが高まる者

避難準備  放射線防護対策施設
 にて屋内退避

（屋内退避実施済）

外国人  関係機関からの
 情報に注意

避難準備 避難

 関係機関からの
 情報に注意

 一時滞在者（観光客）  重点区域外への退避

 
要
配
慮
者

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者

放射性物質放出前

 村⺠

 児童・生徒 保護者への引渡し 避難準備
避難

 

 

第１編 広域避難計画編 

第３章 村民の避難体制 

 ３．要配慮者の避難 

要配慮者のうち，避難の実施に通常以上の時間を要する施設敷地緊急事態要避

難者は，・・・ 

(1) 在宅の避難行動要支援者の避難 

 ア 避難行動要支援者は，あらかじめ定めた「個別避難計画」などにより，・・ 
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P.19 

 

 

 

 

 

 

 

P.22 

 

 

 

P.38 

第２編 屋内退避及び避難誘導計画編 

 第１章 基本的事項 

  ６．緊急時モニタリングの実施 

（略） 

また，県モニタリングポストがＯＩＬの基準を越えない場合でも，・・・ 

 

 

第２編 屋内退避及び避難誘導計画編 

 第３章 村民の屋内退避，避難及び一時移転の体制 

  ３.要配慮者の屋内退避，避難及び一時移転 

   ３.要配慮者の屋内退避，避難及び一時移転 

(1) 在宅の避難行動要支援者の避難 

 ア 避難行動要支援者は，あらかじめ定めた「個別避難計画」に基づき，・・・ 

 

 

（参考）用語の定義 

・施設敷地緊急事態要避難者：避難の実施に通常以上の時間がかかり，かつ，避

難の実施により健康リスクが高まらない要配慮者，妊婦，授乳婦，乳幼児及び乳

幼児とともに避難する必要のある者，安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及

び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 屋内退避及び避難誘導計画編 

 第１章 基本的事項 

  ６．緊急時モニタリングの実施 

（略） 

また，県モニタリングポストがＯＩＬの基準を超えない場合でも，・・・ 

 

 

第２編 屋内退避及び避難誘導計画編 

 第３章 村民の屋内退避，避難及び一時移転の体制 

  ３.要配慮者の屋内退避，避難及び一時移転 

   ３.要配慮者の屋内退避，避難及び一時移転 

(1) 在宅の避難行動要支援者の避難 

 ア 避難行動要支援者は，あらかじめ定めた「個別避難計画」などにより，・・・ 

 

 

（参考）用語の定義 

・施設敷地緊急事態要避難者：要配慮者（災害対策基本法（昭和36年法律第223

号）第８条第２項第15号に規定する要配慮者をいう。）のうち，避難の実施に通

常以上の時間がかかるもの，妊婦，授乳婦，乳幼児及び乳幼児とともに避難する

必要のある者，安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用

が不適切な者。 

 

 

 

 

 

 

 

 


